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1 ――― 先月までの動き 

 先月の年金事業管理部会では、日本年金機構の平成30年度計画の最終案が了承されました。また、

会計検査院の指摘を受け、文書管理の電子化を検討することが報告されました。 

 
○社会保障審議会 年金事業管理部会 

2月26日(第35回)  日本年金機構の平成30年度計画の策定、その他 

 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195339.html (配布資料) 

 

 

2 ――― ポイント解説：厚生年金の加入促進 

 先月の年金事業管理部会で了承された日本年金機構の年度計画には、国民年金保険料の徴収や年金

記録の管理、サービス向上など、多方面にわたる内容が盛り込まれています。本稿では、その中から

厚生年金の加入促進を取り上げます。 

 

1｜制度の再確認：法人は業種や規模に関係なく対象 

 厚生年金の加入(適用)と言えば、2016年10月から始まっ

たパート労働者への適用拡大が近年の大きな話題でした。

しかし、厚生年金に加入できるかは、働いている人の労働

時間などだけではなく、職場が厚生年金に加入しているか

も影響します。 

 現在の仕組みでは、法人の事業所は、業種や規模に関係

なく厚生年金の強制加入の対象です。個人事業所は、法律

で決められた16業種かつ従業員が５人以上の場合に、強制

加入の対象となります。それ以外の個人事業所は、従業員

の半数以上の同意を得れば、任意で加入できます。 

図表１ 厚生年金の加入対象となる事業所 

 
注 1：◎は 1985年改正前から、○は 1985年改正後の、

強制加入。△は任意加入。なお 1985年改正は段
階的に実施され、1989年度から完全適用された。 

注 2：法定 16業種は、厚生年金保険法 6条に規定され
ている業種。他の業種は、農林水産業、サービス
業(飲食店、理容・美容等)、法務(弁護士、会計
士等)、宗教など。 

 

常時の従業員数

5人未満 5人以上

法人 法定16業種 ○ ◎

事業所 他の業種 ○ ○

個人 法定16業種 △ ◎

事業所 他の業種 △ △

業種形態

2018-03-06 

保険･年金 

フォーカス 

ニッセイ基礎研究所 

年金改革ウォッチ 2018年3月号 

～ポイント解説：厚生年金の加入促進 
 

 
 

 

年金総合リサーチセンター 主任研究員 中嶋 邦夫 

(03)3512-1859  nakasima@nli-research.co.jp 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195339.html
http://www.nli-research.co.jp/topics_detail2/id=52
mailto:nakasima@nli-research.co.jp


 
*1 国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensa

ngyo_const_tk2_000080.html) 
*2 日本年金機構「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索」(https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/)。 

また、厚生労働省ホームページには「労働保険適用事業場検索」(http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D) もある。 
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2｜加入促進の経緯：関係機関と連携して推進 

 厚生年金への加入は、原則、事業主が自主的に行います。

そのため、中には厚生年金の加入を逃れる事業所もありま

す。このような事業所を減らす取り組みが、加入促進です。 

 近年の加入促進は、関係機関と連携して行われています。

その１つは、関係機関が持っている企業の情報と、厚生年

金に加入している企業の情報との突き合わせです。2002年

度に雇用保険の加入事業所の情報、2012年度に法人登記簿

の情報、さらに2015年度からは国税庁がもっている給与を

支払っている法人事業所の情報、と突き合わせられていま

す。法人登記簿は休眠会社が含まれるため非効率的でした

が、国税庁の情報は効果的で、加入促進が進んでいます。 

 もう１つは、国土交通省による取り組みです。運輸業者

や建設業者の届出などの際に厚生年金を含む社会保険の加

入状況を確認するほか、社会保険に加入していない建設作

業員の現場入場を認めないガイドラインを制定したり、そ

の徹底に取り組んでいます*1。これをうけて、社会保険に

未加入の建設業者を入札に参加させない自治体もあります。 

 また2016年10月からは、日本年金機構のホームページで、

厚生年金に加入している事業所を誰でも検索できるように

なっています*2。 

3｜今後の取り組み：年金機構に加え、社会全体の関心も 

 未加入事業所を加入させるには、事業所の実態を調査し

たり、事業主を説得するなどの労力が必要です。しかし、

日本年金機構は国民年金保険料の徴集強化やサービスの向

上など多岐にわたる課題を抱えており、この問題だけに人

材を集中投入する訳にはいきません。そこで、突き合わせ

た情報をもとに調査すべき事業所を抽出し、従業員数が多

い事業所から優先して、加入促進が進められています。 

 前述した国土交通省の取り組みは、社会保険の加入が義

務であるという観点だけでなく、人材確保や公正な競争環

境の整備を目的としており、これらの目的は他業種にも共

通します。日本年金機構による取り組みのほか、企業が取

引する際や就職する際に加入状況を確認するなど社会全体

で関心を高め、未加入事業所の解消を進めるべきでしょう。 

図表２ 加入促進にむけた関係機関との連携 

 
 

図表３ 年金機構の指導で加入した事業所 

 
注 1：上記の件数は、累積ではなく単年度の値。 

注 2：厚生年金加入事業所数は 2016年度で 211万件。 

 

図表４ 年金機構の加入促進取り組み計画 

 

2002年度 厚生労働省

2003年6月 国土交通省 地方運輸局

2005年4月 都道府県労働局

2006年4月 国土交通省 地方運輸局

2007年4月 都道府県労働局

2012年度 法務省

2012年11月 国土交通省 地方整備局等

2012年11月 国土交通省

2015年度 国税庁

2017年4月 国土交通省

2017年7月 国土交通省

2018年1月 国土交通省

標準請負契約約款に法定福利費を明記

民間工事等で社会保険加入企業に限定する

「誓約書」等の活用を建設業団体等へ通知

法人登記簿情報の提供

建設業者の許可・更新時等に加入を確認

社会保険加入の下請指導ガイドラインを導入

法人で給与を払っている事業所の情報提供

下請指導ガイドラインの原則実施

雇用保険適用事業所情報の提供

新規トラック事業者の届出時に加入を確認

未加入事業所の求人には紹介を保留

バス・タクシー事業者への巡回で加入を確認

派遣業の申請時に不適正疑義を情報提供
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